














帳客企-6843（2024.4.19）

特約年金受取選択についての確認書

富国生命保険相互会社  御中

上記契約の死亡保険金などの請求にあたり、収入保障特約・介護収入保障特約からの支払金を、

特約年金として請求します。

なお、特約年金の請求に関して、一括支払金として請求する場合に比し、下記事項を承知のうえ、

特約年金として請求します。

記

①被保険者死亡による年金受給権取得時に、その評価額に対して相続税または贈与税が課税され

ること。 （保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合を除く）

②年金支払期間中は、毎年の年金受取時に「雑所得」として所得税が課税されること。

③年金支払期間中は、前年の所得に応じて納付額が定まる住民税、国民健康保険料などの負担

が増加する可能性があること。

④年金支払期間中は、自治体からの補助・児童手当などが削減されたり、支給対象外となる可能

性があること。

⑤年金支払開始後、一括受取に変更し一時金を受け取る場合、その一時金は「一時所得」として所

得税が課税されること。

以  上

  年  月  日

受取人氏名                                                           印

                                                                             

※実印が必要な手続きの場合は、押印してください。

第記号・証券番号 号

〈 個人情報の取扱いについて 〉
当社は、以下の目的で個人情報を利用します。

（１）各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
（２）関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
（３）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
（４）その他保険に関連・付随する業務
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